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目 次

　 石 川 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 七 年 三 月 二 十 一 日

� 石　 川　 県　 公　 安　 委　 員　 会

石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 二 号

　　　 石 川 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 石 川 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 五 年 石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 目 次 中 「 第 三 十 四 条 の 四 」 を 「 第 三 十 四 条 の 五 」 に 改 め る 。

　 第 二 十 条 第 一 項 中 「 い う 。 ） 」 の 下 に 「 、 免 許 情 報 記 録 個 人 番 号 カ ー ド 」 を 加 え る 。

　 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 中 「 第 九 十 四 条 第 一 項 」 の 下 に 「 （ 法 第 九 十 五 条 の 五 第 二 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す

る 場 合 を 含 む 。 ） 」 を 加 え 、 同 条 第 二 項 中 「 運 転 免 許 証 再 交 付 申 請 書 」 を 「 運 転 免 許 証 再 交 付 申 請 書 （ 兼 保 有 状 況 変 更

届 ） （ 次 項 に お い て 「 運 転 免 許 証 再 交 付 申 請 書 」 と い う 。 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 前 項 の 」 を 削 り 、 同 条 を 第 二 十

二 条 の 五 と し 、 同 条 の 次 に 次 の 四 条 を 加 え る 。

（ 特 定 免 許 情 報 の 記 録 ）

第� 二 十 二 条 の 六　 法 第 九 十 五 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 定 免 許 情 報 の 記 録 の 申 請 は 、 別 記 様 式 第 十 一 の 十 の 運 転 免

許 保 有 状 況 変 更 申 請 書 （ 特 定 免 許 情 報 記 録 申 請 書 兼 運 転 免 許 証 返 納 届 兼 免 許 情 報 記 録 抹 消 届 兼 運 転 免 許 証 交 付 申 請

書 ） （ 以 下 「 運 転 免 許 保 有 状 況 変 更 申 請 書 」 と い う 。 ） に よ り 運 転 免 許 課 長 又 は 警 察 署 長 を 経 由 し て 行 わ な け れ ば な

ら な い 。

２�　 免 許 情 報 記 録 個 人 番 号 カ ー ド の 亡 失 等 の 事 情 に よ り 、 特 定 免 許 情 報 を 再 記 録 す る 場 合 は 、 別 記 様 式 第 十 一 の 十 一

の 特 定 免 許 情 報 再 記 録 等 申 請 書 （ 特 定 免 許 情 報 記 録 申 請 書 兼 免 許 証 交 付 申 請 書 兼 保 有 状 況 変 更 届 ） （ 次 項 に お い て�

� 「 特 定 免 許 情 報 再 記 録 等 申 請 書 」 と い う 。 ） に よ り 運 転 免 許 課 長 又 は 警 察 署 長 を 経 由 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。

３　 運 転 免 許 保 有 状 況 変 更 申 請 書 及 び 特 定 免 許 情 報 再 記 録 等 申 請 書 に は 、 申 請 用 写 真 を 添 付 す る こ と を 要 し な い 。

（ 免 許 証 及 び 免 許 情 報 記 録 個 人 番 号 カ ー ド を 有 す る 者 の 免 許 証 の 返 納 ）

第� 二 十 二 条 の 七　 法 第 九 十 五 条 の 二 第 四 項 の 規 定 に よ る 免 許 証 の 返 納 の 届 出 は 、 運 転 免 許 保 有 状 況 変 更 申 請 書 に 当 該

免 許 証 を 添 付 し 、 運 転 免 許 課 長 又 は 警 察 署 長 を 経 由 し て 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

（ 免 許 情 報 記 録 の 抹 消 ）

第� 二 十 二 条 の 八　 法 第 九 十 五 条 の 二 第 十 項 の 規 定 に よ る 免 許 情 報 記 録 の 抹 消 は 、 運 転 免 許 保 有 状 況 変 更 申 請 書 に よ り

運 転 免 許 課 長 又 は 警 察 署 長 を 経 由 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。

（ 免 許 情 報 記 録 個 人 番 号 カ ー ド の み を 有 す る 者 の 免 許 証 の 交 付 申 請 ）

第� 二 十 二 条 の 九　 法 第 九 十 五 条 の 二 第 十 一 項 の 規 定 に よ る 免 許 証 の 交 付 の 申 請 は 、 運 転 免 許 保 有 状 況 変 更 申 請 書 に よ

り 運 転 免 許 課 長 又 は 警 察 署 長 を 経 由 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。

２　 運 転 免 許 保 有 状 況 変 更 申 請 書 に は 、 申 請 用 写 真 を 添 付 す る こ と を 要 し な い 。

　 第 二 十 二 条 の 三 中 「 再 交 付 の 申 請 」 の 下 に 「 、 法 第 九 十 五 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 定 免 許 情 報 の 記 録 の 申 請 、

同 条 第 十 一 項 の 規 定 に よ る 免 許 証 の 交 付 の 申 請 」 を 加 え 、 「 第 百 一 条 の 二 第 一 項 又 は 」 を 「 第 百 一 条 の 二 第 一 項 若 し
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く は 」 に 、 「 の 更 新 の 申 請 及 び 」 を 「 及 び 免 許 情 報 記 録 （ 以 下 「 免 許 証 等 」 と い う 。 ） の 更 新 の 申 請 又 は 」 に 改 め 、 「 ）

の 交 付 」 の 下 に 「 又 は 特 定 免 許 情 報 の 記 録 」 を 加 え 、 同 条 を 第 二 十 二 条 の 四 と し 、 第 二 十 二 条 の 二 の 次 に 次 の 一 条 を

加 え る 。

（ 特 定 免 許 情 報 の 電 磁 的 方 法 に よ る 記 録 ）

第� 二 十 二 条 の 三　 公 安 委 員 会 は 、 法 第 九 十 五 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ り 特 定 免 許 情 報 を 電 磁 的 方 法 に よ り 記 録 す る も

の と す る 。

　 第 二 十 九 条 の 見 出 し を 「 （ 免 許 証 等 の 更 新 申 請 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項 中 「 免 許 証 の 更 新 の 」 を 「 免 許 証 等 の 更 新 の 」

に 、 「 運 転 免 許 証 更 新 申 請 書 （ 兼 講 習 受 講 申 請 書 ） 」 を 「 運 転 免 許 証 等 更 新 申 請 書 （ 兼 講 習 受 講 申 請 書 ） 」 に 改 め 、 同

項 の 表 中 「 免 許 証 の 更 新 を 受 け よ う と す る 者 の 区 分 」 を 「 免 許 証 等 の 更 新 を 受 け よ う と す る 者 の 区 分 」 に 改 め 、 同 表

一 の 項 中 「 第 九 十 二 条 の 二 第 一 項 の 表 の 備 考 一 の ２ 」 を 「 第 九 十 五 条 の 六 第 一 項 の 表 の 備 考 一 の ロ 」 に 、 「 同 表 の 備

考 一 の ３ 」 を 「 同 表 の 備 考 一 の ハ 」 に 、 「 免 許 証 」 を 「 免 許 証 等 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

４�　 法 第 百 七 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法 第 百 一 条 の 四 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ る 書 面 の 交 付 は 、 別 記 様 式 第

十 二 の 二 の 二 の 更 新 証 明 書 に よ り 行 う 。

　 第 三 十 一 条 の 五 第 一 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

　�　 運 転 経 歴 証 明 書 及 び 運 転 経 歴 情 報 記 録 個 人 番 号 カ ー ド の い ず れ を も 保 有 し な い 者 が 法 第 百 五 条 の 二 第 一 項 の 規 定

に よ る 運 転 経 歴 証 明 書 の 交 付 の 申 請 又 は 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 運 転 経 歴 情 報 の 記 録 の 申 請 を 行 う 場 合 は 、 別 記 様

式 第 十 四 の 五 の 運 転 経 歴 証 明 書 等 （ 交 付 ・ 再 交 付 ） 申 請 書 （ 以 下 「 運 転 経 歴 証 明 書 等 申 請 書 」 と い う 。 ） に よ り 運

転 免 許 課 長 又 は 警 察 署 長 を 経 由 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。

　 第 三 十 一 条 の 五 第 二 項 中 「 第 三 十 条 の 十 二 」 を 「 第 三 十 条 の 十 」 に 改 め 、 「 届 出 」 の 下 に 「 及 び 施 行 規 則 第 三 十 条

の 十 五 の 規 定 に よ る 変 更 の 届 出 」 を 加 え 、 同 条 第 三 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

３�　 施 行 規 則 第 三 十 条 の 十 一 の 規 定 に よ る 運 転 経 歴 証 明 書 の 再 交 付 の 申 請 及 び 運 転 経 歴 情 報 記 録 個 人 番 号 カ ー ド の 亡

失 等 の 事 情 に よ る 運 転 経 歴 情 報 の 再 記 録 の 申 請 は 、 運 転 経 歴 証 明 書 等 申 請 書 に よ り 運 転 免 許 課 長 又 は 警 察 署 長 を 経

由 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。

　 第 三 十 一 条 の 五 第 四 項 中 「 第 一 項 及 び 前 項 の 規 定 に よ る 運 転 経 歴 証 明 書 （ 交 付 ・ 再 交 付 ） 申 請 書 」 を 「 運 転 経 歴 証

明 書 等 申 請 書 」 に 改 め 、 同 条 第 五 項 中 「 第 三 十 条 の 十 四 」 を 「 第 三 十 条 の 十 二 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 二 項 を 加

え る 。

６�　 施 行 規 則 第 三 十 条 の 十 六 第 一 項 の 規 定 に よ る 運 転 経 歴 情 報 の 抹 消 の 届 出 は 、 別 記 様 式 第 十 五 の 四 の 免 許 情 報 記 録

等 抹 消 届 に よ り 運 転 免 許 課 長 又 は 警 察 署 長 を 経 由 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。

７�　 運 転 経 歴 証 明 書 又 は 運 転 経 歴 情 報 記 録 個 人 番 号 カ ー ド を 保 有 す る 者 が 法 第 百 五 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 運 転 経

歴 証 明 書 の 交 付 の 申 請 、 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 運 転 経 歴 情 報 の 記 録 の 申 請 、 施 行 規 則 第 三 十 条 の 十 二 第 二 項 若 し

く は 第 三 項 の 規 定 に よ る 運 転 経 歴 証 明 書 の 返 納 の 届 出 又 は 施 行 規 則 第 三 十 条 の 十 六 第 二 項 の 規 定 に よ る 運 転 経 歴 情

報 の 抹 消 の 届 出 を 行 う 場 合 は 、 別 記 様 式 第 十 五 の 五 の 運 転 経 歴 証 明 保 有 状 況 変 更 申 請 書 （ 運 転 経 歴 証 明 書 返 納 届 兼

運 転 経 歴 情 報 記 録 抹 消 届 兼 運 転 経 歴 証 明 書 交 付 申 請 書 ） に よ り 運 転 免 許 課 長 又 は 警 察 署 長 を 経 由 し て 行 わ な け れ ば

な ら な い 。

　 第 三 十 一 条 の 六 を 第 三 十 一 条 の 八 と し 、 第 三 十 一 条 の 五 の 次 に 次 の 二 条 を 加 え る 。

（ 運 転 経 歴 情 報 の 電 磁 的 方 法 に よ る 記 録 ）

第� 三 十 一 条 の 六　 公 安 委 員 会 は 、 法 第 百 五 条 の 二 第 四 項 の 規 定 に よ り 運 転 経 歴 情 報 を 電 磁 的 方 法 に よ り 記 録 す る も の

と す る 。

（ 運 転 経 歴 情 報 の 記 録 の 申 請 に お け る 暗 証 番 号 の 申 告 等 ）

第� 三 十 一 条 の 七　 法 第 百 五 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ る 運 転 経 歴 情 報 の 記 録 の 申 請 を 行 い 運 転 経 歴 情 報 の 記 録 を 受 け る

者 は 、 前 条 の 電 磁 的 方 法 に よ る 記 録 に 付 与 す る 暗 証 番 号 を 設 定 し 、 運 転 免 許 課 長 又 は 警 察 署 長 を 経 由 し て 申 告 す る

も の と す る 。 た だ し 、 暗 証 番 号 を 設 定 し な い 場 合 は 、 同 番 号 を 設 定 し な い 旨 を 申 告 し な け れ ば な ら な い 。

　 第 三 十 四 条 中 「 第 百 七 条 第 一 項 」 を 「 第 百 六 条 の 三 第 一 項 」 に 改 め る 。

　 第 五 章 の 二 中 第 三 十 四 条 の 四 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 免 許 情 報 記 録 の 抹 消 ）

第� 三 十 四 条 の 五　 法 第 百 六 条 の 四 第 一 項 第 一 号 及 び 第 三 号 の 規 定 に よ る 免 許 情 報 記 録 の 抹 消 の 届 出 は 、 別 記 様 式 第 十

五 の 四 の 免 許 情 報 記 録 等 抹 消 届 に よ り 運 転 免 許 課 長 又 は 警 察 署 長 を 経 由 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。

　 別 記 様 式 第 十 か ら 別 記 様 式 第 十 一 の 二 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。
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別記様式第10（第16条関係）

（表）

石川県公安委員会　殿

～～以以下下、、記記入入ししなないいででくくだだささいい。。～～

運転免許申請書

受けようとする
免許の種類

月 日

免許証番号 生年月日 年

受験者番号 申請日 年

月 日

フリガナ

性別 男 女

氏　　　　名

通称名

本籍・国籍等 電話番号

マイナ免許証
暗証番号

４桁の数字

住　　　　所

石川県

免許処分経歴等 無 ・ 有（期限切れ・無免許・取消・拒否・再試験取消・若年取消）

希望する暗証番号
免許証

暗証番号①
４桁の数字

免許証
暗証番号②
４桁の数字

※
太
枠
内
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

通常 外免切替

新規(直) 新無 結新 併記 併無
資料区分

受験者
登録

普二 大特二

免許の条件

免許の種類
大型 中型 準中型 普通 大特 大自二 普自二 小特 けん引二原付 けん引 大二 中二

運転練習の方法

受験番号

旧 免許証番号

受験年月日 　年　　　月　　　日 出張コード

交付年月日
照会番号

　年　　　月　　　日

学技受験 学科免除 技能免除 学技免除

免除なし 免除

特例なし 経験のみ 若経両方

受験区分

初心者標

識

免除

特例取得

免許等の

有無

別記様式第 第 条関係

表

マイナカード

の効力

現行保有状況

交付後の保有状況

　免許証のみ　・　マイナ免許証のみ　・　両方　・　未保有

　免許証のみ　・　マイナ免許証のみ　・　両方

有効 ・ 失効
マイナ免許証

の亡失等
有　・　無

免許証

の亡失等
有　・　無
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第二種免許

免許の条件

現
に
受
け
て
い
る
免
許

免許情報記録の番号

特定免許情報の
記録等年月日

記録等公安委員会

免
許
年
月
日
・
種
類

第一種
免許

免許の種類
原
付

小
特

第一種
免許

その他

二小原

昭
和

平
成

令
和

年　　　月　　　日

普
自
二

大
自
二

大
特

普
通

準
中
型

中
型

け
引
二

大
特
二

普
二

中
二

大
二

け
引

　　公安委員会

第　　　　　　　　　　　　号

年　　月　　日 年　　月　　日

免許情報記録の
有効期間の末日

令
和

平
成

昭
和

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

大
型

昭
和

平
成

令
和

裏

（裏）
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石川県公安委員会　殿

～～以以下下、、記記入入ししなないいででくくだだささいい。。～～

受験者番号

月

運転免許申請書（失効一部免除）

生年月日

申請日 年 月 日

受けようとする
免許の種類

日年免許証番号

フリガナ

本籍・国籍等

性別

電話番号

氏　　　　名

通称名

男 女

免許処分経歴等

住　　　　所

免許証
暗証番号②
４桁の数字

免許証
暗証番号①
４桁の数字

石川県

無　・　有　（以前に期限切れ・無免許）

希望する暗証番号
マイナ免許証

暗証番号
４桁の数字

※
太
枠
内
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

通常

特新 特無
資料区分

受験者
登録

１つ ２つ ３つ － － １つ ２つ ３つ － １つ ２つ ３つ

一定の病気

３年以内特定失効等

区分

やむを得ず失効

６月以内

やむを得ず以外失効 やむを得ず失効

６月超３年以内

免許の種類
大型 中型 準中型 普通 大特 大自二 普自二 小特 けん引二原付 けん引 大二 中二 普二 大特二

免許の条件

交付年月日
照会番号

旧 免許証番号 運転練習の方法

受験年月日 　年　　　月　　　日 出張コード
受験番号

　　　　年　　　月　　　日 -

学技受験 学科免除 技能免除 学技免除

免除なし 免除

特例なし 経験のみ 若経両方

受験区分

初心者標

識

免除

特例取得

免許等の

有無

表
別記様式第 の２ 第 条関係

マイナカード

の効力

現行保有状況

交付後の保有状況

　免許証のみ　・　マイナ免許証のみ　・　両方　・　未保有

　免許証のみ　・　マイナ免許証のみ　・　両方

有効 ・ 失効
マイナ免許証

の亡失等
有　・　無

免許証

の亡失等
有　・　無

別記様式第10の２（第16条関係）

（表）
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　　公安委員会

第　　　　　　　　　　　　号

年　　月　　日 年　　月　　日

免許情報記録の
有効期間の末日

令
和

平
成

昭
和

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

大
型

昭
和

平
成

令
和

昭
和

平
成

令
和

年　　　月　　　日

普
自
二

大
自
二

大
特

普
通

準
中
型

中
型

け
引
二

大
特
二

普
二

中
二

大
二

け
引

原
付

小
特

第一種
免許

その他

二小原

第二種免許

免許の条件

現
に
受
け
て
い
る
免
許

免許情報記録の番号

特定免許情報の
記録等年月日

記録等公安委員会

免
許
年
月
日
・
種
類

第一種
免許

免許の種類

裏

（裏）
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石川県公安委員会　殿

(表)

男 女

日

日年

～以下、記入しないでください。～

住  所

石川県

運転練習の方法

大型 中型 準中型 普通 大特 大自二 普自二 小特

フリガナ

本籍・国籍等

性別

電話番号

氏   名

通称名

月

年 月

大特二 けん引二

出張コード

免許の種類

登録年月日
番号

免許の条件

□　５ｔ限定解除該当　　　□　免許修正登録実施

原付

受験番号

けん引 大二 中二 普二

申請書

　年　　　月　　　日

限定解除
審　　査

生年月日

申請日

受けようとする
免許の種類

免許証番号

受験者番号

※
太
枠
内
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

通常

条変
資料区分

受験者
登録

学科免除 学技免除
受験区分

別記様式第 の３（第 条関係）

別記様式第10の３（第20条関係）

（表）
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(裏)

第二種免許

免許の条件

現
に
受
け
て
い
る
免
許

免許情報記録の番号

特定免許情報の
記録等年月日

記録等公安委員会

免
許
年
月
日
・
種
類

第一種
免許

免許の種類
原
付

小
特

第一種
免許

その他

二小原

昭
和

平
成

令
和

年　　　月　　　日

普
自
二

大
自
二

大
特

普
通

準
中
型

中
型

け
引
二

大
特
二

普
二

中
二

大
二

け
引

　　公安委員会

第　　　　　　　　　　　　号

年　　月　　日 年　　月　　日

免許情報記録の
有効期間の末日

令
和

平
成

昭
和

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

大
型

昭
和

平
成

令
和

（裏）
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免許の条件解除・変更申請書

年 月 日

石川県公安委員会 殿

フ リ ガ ナ

氏 名

生 年 月 日 年 月 日

現 に 付 与 さ れ て い る

眼 鏡 等 条 件

検査年月日 年 月 日 検査者氏名

（この線から下は記入しないこと）

視

力

裸

眼

矯

正

眼 鏡

コ ン タ ク ト

レ ン ズ

深

視

力

裸
眼
・
矯
正

左 眼 左 眼

右 眼 右 眼

両 眼 両 眼

１ 回

２ 回

３ 回

平 均

視

野

左

右

計

免許の眼鏡等条件
解

除

変

更

付

加

運 転 免 許 証 の 写 し

有 ・ 無記載事項変更の有無

資料区分 58

別記様式第 （第 条関係）11 20

（表）別記様式第11（第20条関係）

（表）
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特 定 免 許 情 報 の

記 録 等 年 月 日

免許情報記録の

有効期間の末日

免許情報記録の番号

免

許

年

月

日

・

種

類

第一種

免　許
二・小・原

免 許 の 種 類
け
引
二

大
特
二

普

二

中

二

大

二

け

引

原

付

小

特

普
自
二

大
自
二

大

特

普

通

準
中
型

中

型

大

型

その他

第 二 種 免 許

年　　　月　　　日 年　　　月　　　日

昭
和

平
成

令
和

昭
和

平
成

令
和

昭
和

平
成

令
和

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

免 許 の 条 件

第 　 　 　 　 　 　 　 号

第一種

免　許

公安委員会記 録 等 公 安 委 員 会

現

に

受

け

て

い

る

免

許

（裏）

（裏）
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特 定 免 許 情 報 の

記 録 等 年 月 日

免許情報記録の

有効期間の末日

免許情報記録の番号

免

許

年

月

日

・

種

類

第一種

免　許
二・小・原

免 許 の 種 類
け
引
二

大
特
二

普

二

中

二

大

二

け

引

原

付

小

特

普
自
二

大
自
二

大

特

普

通

準
中
型

中

型

大

型

その他

第 二 種 免 許

年　　　月　　　日 年　　　月　　　日

昭
和

平
成

令
和

昭
和

平
成

令
和

昭
和

平
成

令
和

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

免 許 の 条 件

第 　 　 　 　 　 　 　 号

第一種

免　許

公安委員会記 録 等 公 安 委 員 会

現

に

受

け

て

い

る

免

許

別記様式第11の２（第20条、第31条の３関係）

特 定 免 許 情 報 の

記 録 等 年 月 日

免許情報記録の

有効期間の末日

免許情報記録の番号

免

許

年

月

日

・

種

類

第一種

免　許
二・小・原

免 許 の 種 類
け
引
二

大
特
二

普

二

中

二

大

二

け

引

原

付

小

特

普
自
二

大
自
二

大

特

普

通

準
中
型

中

型

大

型

その他

第 二 種 免 許

年　　　月　　　日 年　　　月　　　日

昭
和

平
成

令
和

昭
和

平
成

令
和

昭
和

平
成

令
和

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

免 許 の 条 件

第 　 　 　 　 　 　 　 号

第一種

免　許

公安委員会記 録 等 公 安 委 員 会

現

に

受

け

て

い

る

免

許

　 別 記 様 式 第 十 一 の 八 及 び 別 記 様 式 第 十 一 の 九 を 次 の よ う に 改 め る 。
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運 転 免 許 証 等 記 載 事 項 変 更 届
石川県公安委員会　殿

記

載

事

項

変

更

フ リ ガ ナ

新 氏 名

新 本 籍

新 住 所

新 生年月日

処 理 絞 り 込 み

※ 　　　　　　　　記入してください。

□ 本 籍

□ 住 所

□ 氏 名

□ 性 別

□ 生 年 月 日

新 性 別

大正 昭和 平成

２ ３ ４ 年　　　月　　　日

男　・　女

フ リ ガ ナ

氏 名

電 話 番 号生 年 月 日

届 出 者

受付場所 担当者 確 認

□ 未IC

※

太

枠

内

を

記

入

し

て

く

だ

さ

い

。
処理欄

□ 呼 び 名

本人の場合、記入不要( ) 申 請 日

（　　　棟　　　号）アパート・マンション名

変更する項目のみ

別記様式第 の８（第 条の５、第 条の５関係）11 22 31 表( )

別記様式第11の８（第22条の５、第31条の５関係）

（表）
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特 定 免 許 情 報 の

記 録 等 年 月 日

免許情報記録の

有効期間の末日

免許情報記録の番号

免

許

年

月

日

・

種

類

第一種

免　許
二・小・原

免 許 の 種 類
け
引
二

大
特
二

普

二

中

二

大

二

け

引

原

付

小

特

普
自
二

大
自
二

大

特

普

通

準
中
型

中

型

大

型

その他

第 二 種 免 許

年　　　月　　　日 年　　　月　　　日

昭
和

平
成

令
和

昭
和

平
成

令
和

昭
和

平
成

令
和

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

免 許 の 条 件

第 　 　 　 　 　 　 　 号

第一種

免　許

公安委員会記 録 等 公 安 委 員 会

現

に

受

け

て

い

る

免

許

裏( )

運 転 経 歴 情 報 の

記 録 等 年 月 日

免

許

年

月

日

・

種

類

第一種

免　許
二・小・原

免 許 の 種 類
け
引
二

大
特
二

普

二

中

二

大

二

け

引

原

付

小

特

普
自
二

大
自
二

大

特

普

通

準
中
型

中

型

大

型

その他

第 二 種 免 許

年　　　月　　　日

昭
和

平
成

令
和

昭
和

平
成

令
和

昭
和

平
成

令
和

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

第一種

免　許

公安委員会記 録 等 公 安 委 員 会現
に
受
け
て
い
る
運
転
経
歴
情
報

（裏）
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暗証番号① 暗証番号② 暗証番号
免許証 免許証 マイナ免許証

運転免許証再交付申請書

石川県公安委員会　殿

受付場所

フ リ ガ ナ

氏 名

電 話 番 号

生 年 月 日

資 料 区 分

再 交 付

５９

担当者 確　認
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

亡失 盗難 焼失 滅失 破損
記載事項

条件変更
写真変更 その他汚損

再交付理由

※※ 再再交交付付理理由由がが上上記記のの１１、、２２、、３３、、４４、、９９にに該該当当すするる方方はは、、裏裏面面もも記記入入ししててくくだだささいい。。

申請日

※ 記 載 事 項 変 更 が あ る 方 は 、 　 　 　 　 　 　 　 　 記 入 し て く だ さ い 。

太

枠

内

を

記

入

し

て

く

だ

さ

い

。

※ 暗証番号は免許証の 情報を保護するためのものです。IC

変 更 す る 項 目 の み

※
処理欄

別記様式第 の９（第 条の５関係）11 22 （表）

現行保有状況

再交付後の保有状況

免許証のみ　・　両方

免許証のみ　・　マイナ免許証のみ　・　両方

マイナカードの効力 有効　・　失効
マイナ免許証

の亡失等
有　・　無

記

載

事

項

変

更

フ リ ガ ナ

新 氏 名

新 本 籍

新 住 所

新 生年月日

（　　　棟　　　号）アパート・マンション名

新 性 別

大正 昭和 平成

２ ３ ４ 年　　　月　　　日

男　・　女

兼　保有状況変更届( )

免許証の

の亡失等
有　・　無

特 定 免 許 情 報 の

記 録 等 年 月 日

免許情報記録の

有効期間の末日

免許情報記録の番号

免

許

年

月

日

・

種

類

第一種

免　許
二・小・原

免 許 の 種 類
け
引
二

大
特
二

普

二

中

二

大

二

け

引

原

付

小

特

普
自
二

大
自
二

大

特

普

通

準
中
型

中

型

大

型

その他

第 二 種 免 許

年　　　月　　　日 年　　　月　　　日

昭
和

平
成

令
和

昭
和

平
成

令
和

昭
和

平
成

令
和

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

免 許 の 条 件

第 　 　 　 　 　 　 　 号

第一種

免　許

公安委員会記 録 等 公 安 委 員 会

現

に

受

け

て

い

る

免

許

別記様式第11の９（第22条の５関係）

（表）
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運転免許証亡失等状況申立書

私は、下記のとおり、運転免許証を亡失等しました。

　　　 交付を受けた後、亡失等した免許証が見つかったときは、速やかに返納します。

　　　 不正に再交付を受けて免許証を２通以上持つことをしません。

□ 遺失届　 　　　　　　 　　　□ 被害届(No. )

届出日　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

届出先　　　　　　　　　　　　警察署
□ 交番

□ 駐在所

免許証は　　　　　　年　　　月　　　日　午前・午後　　　時頃に

で見たのが最後です。（場所）

　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日　午前・午後　　　時頃に

で免許証の亡失等に気がつきました。（場所）

その間の立ち寄り先は　　　　　　　　　　　　　

免許証は　　　　　　　　　　　　　　　　　　

具体的には

ので、亡失等したと思います。

年　　　　月　　　　日付けで申請した運転免許証を受領しました。

受領日　　　　　年　　　月　　　日

氏名（署名）

□

□

□ 届出していない
警察への届出について

です。

に入れていました。

（裏）

～～以以下下、、チチェェッックク等等をを記記載載ししててくくだだささいい。。～～

マイナ免許証亡失等申立書

～～以以下下ののいいずずれれかかををチチェェッッククししててくくだだささいい。。～～

　　　 私はマイナンバーカードを亡失等しました。

　　　 私は、マイナンバーカードを更新しました。

□

□

氏名（署名）

（裏）

　 別 記 様 式 第 十 一 の 九 の 次 に 次 の 二 様 式 を 加 え る 。
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運転免許保有状況変更申請書

石川県公安委員会　殿

受付場所

フ リ ガ ナ

氏 名

生 年 月 日

担当者 確　認

申請日

暗証番号① 暗証番号②

※ 暗証番号は免許証の 情報を保護するためのものです。IC

処理欄

別記様式第 の （第 条の６、第 条の７、第 条の８関係）11 10 22 22 22

現行保有状況

変更後の保有状況

免許証のみ　・　マイナ免許証のみ　・　両方

免許証のみ　・　マイナ免許証のみ　・　両方

マイナカードの効力 有効　・　失効
マイナ免許証

の亡失等
有　・　無

特 定 免 許 情 報 の

記 録 等 年 月 日

免許情報記録の

有効期間の末日

免許情報記録の番号

免

許

年

月

日

・

種

類

第一種

免　許
二・小・原

免 許 の 種 類
け
引
二

大
特
二

普

二

中

二

大

二

け

引

原

付

小

特

普
自
二

大
自
二

大

特

普

通

準
中
型

中

型

大

型

その他

第 二 種 免 許

年　　　月　　　日 年　　　月　　　日

昭
和

平
成

令
和

昭
和

平
成

令
和

昭
和

平
成

令
和

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

免 許 の 条 件

第 　 　 　 　 　 　 　 号

第一種

免　許

公安委員会記 録 等 公 安 委 員 会

現

に

受

け

て

い

る

免

許

免 許 証

の亡失等
有　・　無

電 話 番 号

特定免許情報記録申請書　兼　運転免許証返納届

兼　免許情報記録抹消届　兼　運転免許証交付申請書

暗証番号
免 許 証 免 許 証 マイナ免許証

記

載

事

項

変

更

同

時

申

請

フ リ ガ ナ

新 住所

新 氏名

新 本籍

新 生年月日 新 性別 男 ・ 女
大正 昭和 平成

２ ３ ４ 年 　 月 　 日

※ 記 載 事 項 変 更 が あ る 方 は 、 　 　 　 　 　 　 　 　 記 入 し て く だ さ い 。

※

太

枠

内

を

記

入

し

て

く

だ

さ

い

。

（ 　 　 棟 　 　 号 ）アパート・マンション名

変更する項目のみ

別記様式第11の10（第22条の６、第22条の７、第22条の８、第22条の９関係）
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暗証番号① 暗証番号② 暗証番号
免許証 免許証 マイナ免許証

特定免許情報再記録等申請書

石川県公安委員会　殿

受付場所

フ リ ガ ナ

氏 名

電 話 番 号

生 年 月 日

資 料 区 分

担当者 確　認

申請日

※ 記 載 事 項 変 更 が あ る 方 は 、 　 　 　 　 　 　 　 　 記 入 し て く だ さ い 。

太

枠

内

を

記

入

し

て

く

だ

さ

い

。

※ 暗証番号は免許証の 情報を保護するためのものです。IC

変 更 す る 項 目 の み

※

処理欄

別記様式第 の （第 条の６関係）11 11 22 （表）

現行保有状況

記録後の保有状況

　　　　　　　　マイナ免許証のみ　・　両方

免許証のみ　・　マイナ免許証のみ　・　両方

マイナカードの効力 有効　・　失効
マイナ免許証

の亡失等
有　・　無

記

載

事

項

変

更

フ リ ガ ナ

新 氏 名

新 本 籍

新 住 所

新 生年月日

（　　　棟　　　号）アパート・マンション名

新 性 別

大正 昭和 平成

２ ３ ４ 年　　　月　　　日

男　・　女

特定免許情報記録申請書　兼　免許証交付申請書
兼　保有状況変更届( )

マイナンバー

カードの更新
有　・　無

別記様式第11の11（第22条の６関係）

（表）
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マイナ免許証亡失等申立書

　　　 私は、マイナンバーカードを亡失等しました。

　　　 私は、マイナンバーカードを更新しました。

氏名（署名）

□

□

（裏）

特 定 免 許 情 報 の

記 録 等 年 月 日

免許情報記録の

有効期間の末日

免許情報記録の番号

免

許

年

月

日

・

種

類

第一種

免　許
二・小・原

免 許 の 種 類
け
引
二

大
特
二

普

二

中

二

大

二

け

引

原

付

小

特

普
自
二

大
自
二

大

特

普

通

準
中
型

中

型

大

型

その他

第 二 種 免 許

年　　　月　　　日 年　　　月　　　日

昭
和

平
成

令
和

昭
和

平
成

令
和

昭
和

平
成

令
和

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

免 許 の 条 件

第 　 　 　 　 　 　 　 号

第一種

免　許

公安委員会記 録 等 公 安 委 員 会

現

に

受

け

て

い

る

免

許

～～以以下下ののいいずずれれかかををチチェェッッククししててくくだだささいい。。～～

運 転 経 歴 情 報 の

記 録 等 年 月 日

免

許

年

月

日

・

種

類

第一種

免　許
二・小・原

免 許 の 種 類
け
引
二

大
特
二

普

二

中

二

大

二

け

引

原

付

小

特

普
自
二

大
自
二

大

特

普

通

準
中
型

中

型

大

型

その他

第 二 種 免 許

年　　　月　　　日

昭
和

平
成

令
和

昭
和

平
成

令
和

昭
和

平
成

令
和

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

第一種

免　許

公安委員会記 録 等 公 安 委 員 会現
に
受
け
て
い
る
運
転
経
歴
情
報

（裏）

　 別 記 様 式 第 十 二 の 二 を 次 の よ う に 改 め る 。
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視

力

運転免許証等更新申請書

石川県公安委員会　殿

兼 講習受講申請書( )

裸 眼 眼鏡・コンタクト

視　野

条

件

現 行

８５０

８６０

８７０

処理欄

フ リ ガ ナ

氏 名

電話番号

講 習 区 分

資料区分

深視力 適 ・ 否 適 ・ 否

申請日

生年月日

聴　　力

運動能力

適 ・ 否

適 ・ 否

測定基準

左眼

左　　　　右　　　　計

右眼

両眼

記

載

事

項

変

更

同

時

申

請

フ リ ガ ナ

新 住所

新 氏名

新 本籍

新 生年月日 新 性別 男 ・ 女
大正 昭和 平成

２ ３ ４ 年 　 月 　 日

※ 記 載 事 項 変 更 が あ る 方 は 、 　 　 　 　 　 　 　 　 記 入 し て く だ さ い 。

暗 証 番 号 ① 暗証番号②

（ 　 　 棟 　 　 号 ）

※ 暗証番号は免許証の 情報を保護するためのものです。IC

左眼

右眼

両眼

アパート・マンション名

変 更 す る 項 目 の み

太

枠

内

を

記

入

し

て

く

だ

さ

い

。

※

一 部 更 新

３３ ３６

特 例

３２

別記様式第 の２（第 条関係）12 29 （表）

オンライン 顔 認 証

・

・

付加

変更

解除

・

・

現行保有状況

更新後の保有状況

免許証のみ　・　マイナ免許証のみ　・　両方

免許証のみ　・　マイナ免許証のみ　・　両方

マイナカード

の効力
有効　・　失効

マイナ免許証

の亡失等
有　・　無

免 許 証 免許証

暗証番号

マイナ免許証

免許証

の亡失等
有　・　無

別記様式第12の２（第29条関係）

　�（表）
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身 体 の 状 況

（裏）

特 定 免 許 情 報 の

記 録 等 年 月 日

免許情報記録の

有効期間の末日

免許情報記録の番号

免

許

年

月

日

・

種

類

第一種

免　許
二・小・原

免 許 の 種 類
け
引
二

大
特
二

普

二

中

二

大

二

け

引

原

付

小

特

普
自
二

大
自
二

大

特

普

通

準
中
型

中

型

大

型

その他

第 二 種 免 許

年　　　月　　　日 年　　　月　　　日

昭
和

平
成

令
和

昭
和

平
成

令
和

昭
和

平
成

令
和

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

免 許 の 条 件

第 　 　 　 　 　 　 　 号

第一種

免　許

公安委員会記 録 等 公 安 委 員 会現

に

受

け

て

い

る

免

許

氏 名

本 籍

住 所

免 許 証 の 番 号

免 許 情 報 記 録 の 番 号

免許証の交付年月日

免 許 情 報 記 録 の

免許証の交付公安委員会

免 許 情 報 記 録 の

免許証の有効期間の

免 許 情 報 記 録 の

免 許 の 種 類

免 許 の 条 件

免 許 保 有 状 況

年　　　月　　　日生 年 月 日

第 　 号 年　　　月　　　日

末 日
年　　　月　　　日

記 録 等 年 月 日

記 録 等 公 安 委 員 会 有 効 期 間 の 末 日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

第 号

免
許
年
月
日

第一種

免　許

第 二 種 免 許

二・小・原

そ の 他

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

運 転 者 区 分

公安委員会

３６ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ

6XXXXX 2X 2X

４０ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ

４０ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ

6XXXXX 2X 2X

6XXXXX 2X 2X

12XXXXXXXXXX

１２ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ

４２ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ

12XXXXXXXXXX

４０ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
４０ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
４０ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
４０ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
４０ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
４０ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
４０ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
４０ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
４０ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
４０ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
４０ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
４０ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
４０ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
４０ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
４０ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
４０ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
４０ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
４０ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
４０ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
４０ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ

１８ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ

6XXXXX 2X 2X

6XXXXX 2X 2X

6XXXXX 2X 2X

９ＸＸＸＸＸＸＸＸ

（裏）

別記様式第 の２の２（第 条関係）12 29

更 新 証 明 書

住 所

氏 名

免 許 の 種 類

備 考

第 　　 号
免許情報記録の
番 号

　あなたの申請に基づき、道路交通法第 条の規定により読み替えて適用する第 条107 101

の４の２第３項の規定により、　　　　年　　月　　日付けであなたの免許情報記録の

有効期間を更新したことを証明します。

免許情報記録の
有効期間の末日

年　　月　　日

石川県公安委員会

※※停停止止処処分分終終了了後後ににママイイナナ免免許許証証にに記記録録さされれるる予予定定のの内内容容でですす。。

　　停停止止処処分分がが終終了了すするるままでではは運運転転ででききまませせんん。。

　 別 記 様 式 第 十 二 の 二 の 次 に 次 の 一 様 式 を 加 え る 。
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別記様式第 の２の２（第 条関係）12 29

更 新 証 明 書

住 所

氏 名

免 許 の 種 類

備 考

第 　　 号
免許情報記録の
番 号

　あなたの申請に基づき、道路交通法第 条の規定により読み替えて適用する第 条107 101

の４の２第３項の規定により、　　　　年　　月　　日付けであなたの免許情報記録の

有効期間を更新したことを証明します。

免許情報記録の
有効期間の末日

年　　月　　日

石川県公安委員会

※※停停止止処処分分終終了了後後ににママイイナナ免免許許証証にに記記録録さされれるる予予定定のの内内容容でですす。。

　　停停止止処処分分がが終終了了すするるままでではは運運転転ででききまませせんん。。

別記様式第12の２の２（第29条関係）

　 別 記 様 式 第 十 二 の 三 を 次 の よ う に 改 め る 。

令和７年３月 21 日（金曜日） 号� 外 21石 川 県 公 報



経由申請書・受講申請書

私は、道路交通法第 条の２第１項第 号に規定する講習の受講を申し出ます。108 11

石川県公安委員会　殿 申請日

フ リ ガ ナ

氏 名

電話番号

顔 認 証

生年月日

オ ン ラ イ ン 講 習

別記様式第 の３（第 条の２関係）12 29

経由地公安委員会

への免許証返納
有　　・　　無

講 習 区 分受 理 番 号

特 定 免 許 情 報 の

記 録 等 年 月 日

免許情報記録の

有効期間の末日

免許情報記録の番号

免

許

年

月

日

・

種

類

第一種

免　許
二・小・原

免 許 の 種 類
け
引
二

大
特
二

普

二

中

二

大

二

け

引

原

付

小

特

普
自
二

大
自
二

大

特

普

通

準
中
型

中

型

大

型

その他

第 二 種 免 許

年　　　月　　　日 年　　　月　　　日

昭
和

平
成

令
和

昭
和

平
成

令
和

昭
和

平
成

令
和

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

免 許 の 条 件

第 　 　 　 　 　 　 　 号

第一種

免　許

公安委員会記 録 等 公 安 委 員 会

現

に

受

け

て

い

る

免

許

別記様式第12の３（第29条の２関係）

　 別 記 様 式 第 十 四 の 四 及 び 別 記 様 式 第 十 四 の 五 を 次 の よ う に 改 め る 。
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別記様式第14の４（第31条の４関係）

（表）

運転免許取消申請書
石川県公安委員会　殿

処 理 欄

□　代理申請

□　免許証亡失

取り消したい

残 し た い

（必要な）免許

1 1 1 8 1 9 1 2 1 3 2 1 2 2 1 5 1 6 3 1 3 8 3 2 3 3 1 7 3 4

② ア～キのうち該当する申請理由を１つ○で囲んで下さい。

　 　 運 転 の 必 要 性 が な い た め 　 　 身 体 の 機 能 の 低 下 を 自 覚 し て

　　家族、友人等の勧めにより 　 　 適 性 検 査 の 結 果 を 参 考 に し て

　 　 高 齢 者 講 習 を 参 考 に し て 　 　 自 主 返 納 の 支 援 策 が あ る た め

　　その他（　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

種 類

経歴証明書

処分番号

全部 一部

あり なし

① 以下の該当するものすべてに 　印をつけてください。✔

　 免許の取消処分の対象ではない。

　 免許の停止処分の対象ではない。

　 若年運転者講習、初心運転者講習または再試験の対象ではない。

□　経歴申請

　　　　　　　　　( )

受付場所 担当者 確　　認

運転免許課使用欄

点　　検 登　録 最終確認

※

太

枠

内

を

記

入

し

て

く

だ

さ

い

。

フ リ ガ ナ

氏 名

電 話 番 号

申 請 日

資料区分

全 部 経歴同時

９４ ３６ ９４-

一 部

３９

普

通

大

特

大

自

二

普

自

二

小

特

原

付

け

ん

引

大

二

中

二

普

二

大

特

二

け

引

二

大

型

中

型

準

中

型

1 1 1 8 1 9 1 2 1 3 2 1 2 2 1 5 1 6 3 1 3 8 3 2 3 3 1 7 3 4

普

通

大

特

大

自

二

普

自

二

小

特

原

付

け

ん

引

大

二

中

二

普

二

大

特

二

け

引

二

大

型

中

型

準

中

型

変
更
す
る
方
の
み

□

変

更

済

み

新 住 所

記載事項変更 □ 有 　 　 　 　 □ 無

そ の 他

一部更新

３３

□

□

□

ア イ

ウ エ

オ カ

キ

免 許

別記様式第 の４（第 条の４関係）14 31 （表）

現行保有状況

取消後の保有状況

免許証のみ　・　マイナ免許証のみ　・　両方

免許証のみ　・　マイナ免許証のみ　・　両方　・　自主返納

マイナカード

の効力
有効　・　失効

マイナ免許証

の亡失等
有　・　無

免許証

の亡失等
有　・　無

令和７年３月 21 日（金曜日） 号� 外 23石 川 県 公 報



（裏）

特 定 免 許 情 報 の

記 録 等 年 月 日

免許情報記録の

有効期間の末日

免許情報記録の番号

免

許

年

月

日

・

種

類

第一種

免　許
二・小・原

免 許 の 種 類
け
引
二

大
特
二

普

二

中

二

大

二

け

引

原

付

小

特

普
自
二

大
自
二

大

特

普

通

準
中
型

中

型

大

型

その他

第 二 種 免 許

年　　　月　　　日 年　　　月　　　日

昭
和

平
成

令
和

昭
和

平
成

令
和

昭
和

平
成

令
和

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

免 許 の 条 件

第 　 　 　 　 　 　 　 号

第一種

免　許

公安委員会記 録 等 公 安 委 員 会

現

に

受

け

て

い

る

免

許

運転免許証亡失等申立書

私は、下記のとおり、運転免許証を亡失等しました。

　　　 交付を受けた後、亡失等した免許証が見つかったときは、速やかに返納します。

　　　 不正に再交付を受けて免許証を２通以上持つことをしません。

□

□

～～以以下下のの全全ててををチチェェッッククししててくくだだささいい。。～～

氏名（署名）

マイナ免許証亡失等申立書
～～以以下下ののいいずずれれかかををチチェェッッククししててくくだだささいい。。～～

　　　 私はマイナンバーカードを亡失等しました。

　　　 私は、マイナンバーカードを更新しました。

□

□

氏名（署名）

（裏）
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別記様式第14の５（第31条の５関係）

（表）

運転経歴証明書等（交付・再交付）申請書

石川県公安委員会　殿

フ リ ガ ナ

氏 名

電 話 番 号

申 請 日

資料区分
申取後経歴 失 効 経 歴

処 理 欄

□代理申請

□失効後５年以内

３６ ３９ ３６ ９４→ -

□申請取消済み

申請日

受付場所 担当者 確　　認

運転免許課使用欄

点　　検 登　録 最終確認

処分番号

※

太

枠

内

を

記

入

し

て

く

だ

さ

い

。

再交付

３６

※ 再交付を申請する方は裏面も記入してください。

□再交付

変
更
す
る
方
の
み

□

変

更

済

み

新 住 所

記載事項変更 □ 有 　 　 　 　 □ 無

そ の 他

別記様式第 の５（第 条の５関係）14 31 （表）

現行保有状況

申請後の保有状況

運転経歴証明書のみ　・　マイナ経歴証明書のみ　・　両方　・　未保有

運転経歴証明書のみ　・　マイナ経歴証明書のみ　・　両方

マイナカードの効力 １ 有効　　２ 失効. .
マイナ運転経歴

証明書の亡失等
１ 有　 ２ 無. .

運転経歴証明

書の亡失等
１ 有　 ２ 無. .

暗証番号

マイナ経歴証明書

16XXXXXXXXXXXXXX

令和７年３月 21 日（金曜日） 号� 外 25石 川 県 公 報



運転経歴証明書亡失等状況申立書

私は、下記のとおり、運転経歴証明書を亡失等しました。

　 交付を受けた後、亡失等した運転経歴証明書が見つかったときは、

　　　 不正に再交付等を受けて運転経歴証明書を２通以上持つことをしません。

□ 遺失届　 　　　　　　 　　　□ 被害届(No. )

届出日　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

届出先　　　　　　　　　　　　警察署
□ 交番

□ 駐在所

運転経歴証明書は　　　　　　年　　　月　　　日　午前・午後　　　時頃に

で見たのが最後です。（場所）

　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日　午前・午後　　　時頃に

で運転経歴証明書の亡失等に気がつきました。（場所）

その間の立ち寄り先は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　です。

運転経歴証明書は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に入れていました。

具体的には

ので、亡失等したと思います。

□

□

□ 届出していない
警察への届出について

　速やかに返納します。

年　　　　月　　　　日付けで申請した運転経歴証明書を受領しました。

受領日　　　年　　　月　　　日 氏名（署名）

（裏）

（裏）

　

別 記 様 式 第 十 五 中
「１　運転免許証（１）再交付後の発見等

　　　　　　　　　　　　　　　　　� （２）失効（免許証の期限切れ） 」
を

「１　運転免許証（１）再交付後の発見等

　　　　　　　　� （２）失効（免許証の期限切れ、両方保有の者がマイナ免許証の　に 改 め る 。

　　　　　　　　　　　　　　免許情報記録のみを更新した場合を含む

。
）　　　　」

　 別 記 様 式 第 十 五 の 三 を 次 の よ う に 改 め る 。
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国外運転免許証交付申請書

国外運転免許証の申請区分

出 生 地

有 ・ 無

石川県公安委員会　殿

渡 航 期 間

渡 航 先

（日本の運転免許証の有効期間が１年未満の方は、記入してください。）

私は、本日、国外運転免許証の交付申請を行うにあたり、私の受けている日本の国内運転免許証の有効期間

が、

国外運転免許証の有効期間は、発給の日から起算して１年となっておりますが、日本の国内運転免許証が失

効したときは、速やかに（本邦外の地域にいるときは、帰国したときに）当該国外運転免許証を返納すること

を誓約します。

誓 約 書

フ リ ガ ナ

氏 名

電 話 番 号生 年 月 日

処理欄

受付場所 担当者 確 認

Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ ・ Ｅ

までであることを確認しました。

署名( )

太
枠
内
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

申請日

※

別記様式第 の３（第 条の３関係）15 34
（表）

免許証の記載事項変更の有無

別記様式第15の３（第34条の３関係）

（表）
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（裏）

特 定 免 許 情 報 の

記 録 等 年 月 日

免許情報記録の

有効期間の末日

免許情報記録の番号

免

許

年

月

日

・

種

類

第一種

免　許
二・小・原

免 許 の 種 類
け
引
二

大
特
二

普

二

中

二

大

二

け

引

原

付

小

特

普
自
二

大
自
二

大

特

普

通

準
中
型

中

型

大

型

その他

第 二 種 免 許

年　　　月　　　日 年　　　月　　　日

昭
和

平
成

令
和

昭
和

平
成

令
和

昭
和

平
成

令
和

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

免 許 の 条 件

第 　 　 　 　 　 　 　 号

第一種

免　許

公安委員会記 録 等 公 安 委 員 会現

に

受

け

て

い

る

免

許

※※

（裏）

　 別 記 様 式 第 十 五 の 三 の 次 に 次 の 二 様 式 を 加 え る 。
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別記様式第 の４（第 条の５、第 条の５関係）15 31 34

免許情報記録等抹消届

年　　月　　日

ふ り が な

氏 名

生 年 月 日 年　　　月　　　日

（この線から下には記載しないこと。）

石川県公安委員会　殿

特 定 免 許 情 報 の

記 録 等 年 月 日

免許情報記録の

有効期間の末日

免許情報記録の番号

免

許

年

月

日

・

種

類

第一種

免　許
二・小・原

免 許 の 種 類
け
引
二

大
特
二

普

二

中

二

大

二

け

引

原

付

小

特

普
自
二

大
自
二

大

特

普

通

準
中
型

中

型

大

型

その他

第 二 種 免 許

年　　　月　　　日 年　　　月　　　日

昭
和

平
成

令
和

昭
和

平
成

令
和

昭
和

平
成

令
和

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

免 許 の 条 件

第 　 　 　 　 　 　 　 号

第一種

免　許

公安委員会記 録 等 公 安 委 員 会

現

に

受

け

て

い

る

免

許

運 転 経 歴 情 報 の

記 録 等 年 月 日

免

許

年

月

日

・

種

類

第一種

免　許
二・小・原

免 許 の 種 類
け
引
二

大
特
二

普

二

中

二

大

二

け

引

原

付

小

特

普
自
二

大
自
二

大

特

普

通

準
中
型

中

型

大

型

その他

第 二 種 免 許

年　　　月　　　日

昭
和

平
成

令
和

昭
和

平
成

令
和

昭
和

平
成

令
和

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

第一種

免　許

公安委員会記 録 等 公 安 委 員 会現
に
受
け
て
い
る
運
転
経
歴
情
報

別記様式第15の４（第31条の５、第34条の５関係）
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運転経歴証明保有状況変更申請書

石川県公安委員会　殿

受付場所

フ リ ガ ナ

氏 名

生 年 月 日

担当者 確　認

申請日

※ 暗証番号は免許証の 情報を保護するためのものです。IC

処理欄

別記様式第 の５（第 条の５関係）15 31

現行保有状況

変更後の保有状況

運転経歴証明書のみ　・　マイナ経歴証明書のみ　・　両方

運転経歴証明書のみ　・　マイナ経歴証明書のみ　・　両方

マイナカード
有効　・　失効

マイナ経歴証明書

の亡失等
有 ・　無

運転経歴証明書

の亡失等
有 ・　無

電 話 番 号

運転経歴証明書返納届　兼　運転経歴情報記録抹消届　

兼　運転経歴証明書交付申請書

暗証番号

マイナ運転経歴証明書

記

載

事

項

変

更

同

時

申

請

フ リ ガ ナ

新 住所

新 氏名

新 本籍

新 生年月日 新 性別 男 ・ 女
大正 昭和 平成

２ ３ ４ 年 　 月 　 日

※ 記 載 事 項 変 更 が あ る 方 は 、 　 　 　 　 　 　 　 　 記 入 し て く だ さ い 。

※

太

枠

内

を

記

入

し

て

く

だ

さ

い

。

（ 　 　 棟 　 　 号 ）アパート・マンション名

変更する項目のみ

の効力

運 転 経 歴 情 報 の

記 録 等 年 月 日

免

許

年

月

日

・

種

類

第一種

免　許
二・小・原

免 許 の 種 類
け
引
二

大
特
二

普

二

中

二

大

二

け

引

原

付

小

特

普
自
二

大
自
二

大

特

普

通

準
中
型

中

型

大

型

その他

第 二 種 免 許

年　　　月　　　日

昭
和

平
成

令
和

昭
和

平
成

令
和

昭
和

平
成

令
和

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

第一種

免　許

公安委員会記 録 等 公 安 委 員 会現
に
受
け
て
い
る
運
転
経
歴
情
報

別記様式第15の５（第31条の５関係）

令和７年３月 21 日（金曜日） 号� 外30 石 川 県 公 報



　　　 附　 則

（ 施 行 期 日 ）

１　 こ の 規 則 は 、 令 和 七 年 三 月 二 十 四 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２�　 改 正 前 の 石 川 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 し た 用 紙 は 、 な お 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す

る こ と が で き る 。

令和７年３月 21 日（金曜日） 号� 外 31石 川 県 公 報



令和７年３月 21 日（金曜日） 号� 外32 石 川 県 公 報

　 （１箇月2,350円送料とも）  発行人　〒920－8580　石川県金沢市鞍月１丁目１番地　　石　川　県

 印刷所　〒921－8002　石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 　㈱　共　栄　TEL（076）292－2236


